
  資料２－２    

 

 

ポイント 

（漁業信用保険業務運営の検証委員会の結果） 

 

１ 部分保証、ペナルティー方式についての検証 
 
・中期目標で掲げられた、これら保険事故率低減に向けた

取組については、一定の効果は認められるものの、 

① 部分保証については対象資金が限られ、効果が限定的、 

 

② ペナルティー方式については、融資機関の負担がわず

かであり有効性が限定的、 

 

③ 部分保証、ペナルティー方式ともに、協会が個別に取

組を拡大して行くには限界 

といった課題。 

 

２ 期中管理の向上に向けた取組 
 
・保険事故率低減のために、融資機関、基金協会及び信用

基金が適切なリスク分担を図る対応を強化する必要から、

「運転資金の適正な引受規模の考え方」、「期中管理の考

え方」及び「行動指針」を協会に提示し、令和４年４月か

ら取組を開始。 

 

・アンケート調査及び勉強会によって、期中管理の考え方

等の浸透状況等を把握したところ、期中管理の考え方等

について、一定の理解が得られ、基金協会・支所が問題意

識を持って取り組んでいることを確認。 

 

・今後は、 

① 融資機関も含めて期中管理に積極的に関与するよう
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共通ルールの確立を目指して検討するとともに、 

 

② 期中管理の取組みに態勢を割くことができるよう、不

要な事務の廃止や負担軽減について検討。 

 

３ 既往保証案件の期中管理 
 
・令和４年度下期から信用基金として、大口保険引受事前

協議対象案件について、条件変更金額等の把握、延滞発

生案件の早期把握を行い、現状や方針の確認等による管

理を実施。 

 

・次期中期計画期間における協会等の期中管理の充実・強

化に向けて、新システム構築により実施可能な手法につ

いて検討し、令和４年度中に結論。 

 

４ 求償権回収協議に係る事務処理等の見直し 
 
・求償権回収協議について、令和４年度は対象先を絞り、

協議を簡素化。 

その効果の検証を行った結果、回収額への影響はなく、

むしろ協会には評価する意見もあることを確認。 

 

・このため、令和５年度についても、引き続き対象協会を

絞って実施。 

 

・また、９月末時点での回収進捗状況に係る協議は、回収

促進の効果に乏しいことから、令和５年度から省略。 
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令和４年12月26日 

 

令和４年度漁業信用保険業務運営の検証について 

 

 

１ 趣旨  

（１）独立行政法人農林漁業信用基金（以下「信用基金」という。）の第４期中期目標に

おいて、「保険事故率の低減に向けた取組」として、現在実施している部分保証やペ

ナルティー方式等の導入効果を毎年度検証するとともに必要に応じて方策を拡充する

こととされている。 

（２）これらの効果の検証と将来の在り方については、昨年度までの漁業信用保険業務運

営の検証委員会において一定の結論を得たところである。現中期目標期間最終年度で

ある本年度は、引き続きこれまで同様、部分保証等の導入効果について検証を行うと

ともに、次期中期目標期間において重要と考えられる期中管理の向上に向けた取組に

ついて検討を行うものである。 

 
（参考）第４期中期目標 第３－３ 漁業信用保険業務 （項目のみ抜粋） 

（１）適切な保険料率・貸付金利の設定 
（２）保険事故率の低減に向けた取組 
（３）求償権の管理・回収の取組 
（４）利用者のニーズの反映等 
（５）事務処理の適正化及び迅速化 

 

 

２ 保険事故率の低減に向けた取組  
 

１．部分保証やペナルティー方式についての検証 

① 負債整理資金は総じて事故率が高く、信用基金の保険収支の悪化要因の一つであっ

たことから、主務省からの通知に沿って保険事故率の低減に向けた取組として、部分

保証（※１）やペナルティー方式（※２）が導入され、信用基金が中期目標に沿って毎年

度その効果の検証を行ってきたところである。 
※１ 部分保証：保証の範囲を借入金の元本に100分の80を乗じた額とするもの 
※２ ペナルティー方式：代位弁済や求償権償却時に一定額を金融機関が負担するもの 

 

② 部分保証やペナルティー方式の対象となる資金（※３）の令和３年度引受額を見ると、

部分保証の対象となる資金は引受がなく、ペナルティー方式のうち特別出資の対象と

なる資金は604百万円であった。また、基金協会の特別準備金の対象となる事業に係る

資金の引受けも実績はなかった。 
※３ 部分保証：経営安定資金 ペナルティー方式（特別出資）：一般緊急融資資金、借替緊急融資資金 

    ペナルティー方式（特別準備金制度）：対象となる資金や実施状況が基金協会により大きく異なる。 
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負債整理資金自体の引受けが近年大きく減少しており、令和３年度引受額

（764百万円）が全資金の引受額（69,144百万円）に占める割合は1.10％となっている。 

 

③ 部分保証を導入した資金について、保険引受案件に係る事故率を制度導入前後の同

期間で比較してみると、制度導入後の事故率は制度導入前の事故率と比べて低くなっ

ており、制度導入により保険事故の発生の抑制が図られている（表１）と考えられる

が、②に記載したとおり、引受けが少なく、経営安定資金のみと対象資金が限定的な

ため、現状では金融機関との十分なリスク分担にはなっていないと考えられる。 

   また、ペナルティー出資は、基金協会への特別出資が保証引受額の１割と金融機関

の負担がわずかであり事故率低減への効果も限定的と考えられる。 
 

表１ 事故率の比較                      （単位：千円） 

 

   ※ 事故率は、代位弁済額÷（弁済額＋代位弁済額）により算出したものである（震災の影響（保証保険資金

等緊急支援事業の対象案件）を除く）。なお、特別出資制度については昭和57年度から実施されていること、

特別準備金制度の資金対象は農業信用保険業務と異なり、国の補助事業で規定されており、その対象資金は基

金協会によって大きく異なることから、制度の導入前後で効果を検証するのには馴染まないと考えられる。 

 
④ 部分保証やペナルティー方式については、上述のように一定の効果があるものと認

められるが、昨年の当委員会で検証したとおり様々な課題があり、また、「部分保証、

ペナルティー方式について、協会が個別に取組みを拡大していくには限界がある」と

考えられ、取組の拡大のためには主務省からの指導が必要である。 

 
２．期中管理の向上に向けた取組 
（１）目的・趣旨 

① １にあげた検証のとおり、信用基金では、保険事故率の低減に向けて、部分保証の

導入効果等の検証に取り組んできたが、部分保証やペナルティー方式の導入は一定の

効果があるものと認められるものの、次のような課題がある。 

ア 部分保証については対象資金が限られており、効果が限定的。 

イ ペナルティー方式については、融資機関の負担がわずかで有効性が限定的。 

ウ いずれも基金協会が個別に取組を拡大していくには限界がある。 

 

② こうした中、保険事故率低減のため、融資機関、基金協会及び信用基金が適切なリ

スク分担を図る対応を強化する必要があるものと考え、事故事例の分析を通じて運転

事故率
減少幅

弁 済 額
(A)

代弁額
(B)

事故率
(C)

弁 済 額
(D)

代弁額
(E)

事故率
(F)

(C)-(F)

13,587,007 2,633,555 16.24% 843,803 118,660 12.33% 3.91

平成８年度～平成19年度引受案件 平成20年度～令和３年度引受案件
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資金の融資審査と期中管理に着目し、「運転資金の適正な引受規模の考え方」、「期

中管理の考え方」及び「行動指針」を漁業信用基金協会へ提示し、令和４年４月から

取組を開始したところである。 

 

今後、この取組を更に向上させ事故率の低減を目指していくために、上記考え方等

の浸透状況や期中管理等の取組状況、課題等を把握する必要があることから、各協会

に対して、令和４年７月から１０月にかけてアンケート調査及び勉強会を実施した。 

今年度は、上記の結果を報告するとともに今後の対応について検討する。 

 

（２）アンケート調査及び勉強会の結果概要 

① 期中管理の考え方等については、「融資機関・協会内で考え方を共有した」とい

う回答が多く、一定の理解が得られているとともに、基金協会・支所が問題意識を

持って取り組んでいることが確認できた（表２）。 

行動指針等の活用状況では、これまで「基準等整理されていなかった」基金協会

・支所や運転資金の需要が少ない基金協会・支所において、今後、行動指針等を参

考としていくという回答が多数見られた（表３）。 

また、従前より信用基金の考え方と同等の取組がなされている協会等も一定程

度存在し、信用基金が示した期中管理の取組に関して全体的に理解が進んでいる

ことが確認できた。 

 

② また、地区（ブロック）によっては、信用基金が示した行動指針を元に地区内共通

の規定化を検討しているところや地区勉強会で信用基金の考え方を元に期中管理のあ

り方について検討していくとしているところがあるなど、期中管理の取組について前

向きな姿勢が確認された。 

 

③ 一方で、以下のような課題が呈された協会・支所もあった。 

ア 金融機関との関係について、概ね関係が良いところは引受・期中においても情報

の把握・共有が行われているが、一方、信用事業の譲渡、広域合併によって、従来

の融資機関と協会等との連携が希薄化し、それに伴う期中管理や回収における金融

機関の対応に懸念が生じている。 

イ 期中管理には人的コストを含め労力がかかるが、その時点で目に見える利益が発

表２ 期中管理の考え方について     (協会･支所数)

融資機関と考え方を共有した 16
基金協会内で考え方を共有した（うち上記との重複を
除く） 16（11）

従来から適切に行っており、改めて行った事項はな
い 13

新たに考え方や基準を作成・整理した（内容や工夫
していること、その他検討中の事項） 6

表３ 「行動指針」等の活用状況 (協会･支所数)

従来から例示の内容に見合った取組を行っている 12
従来から（例示とは異なるが）独自で適切に行ってお
り、改めて参考となった事項はない 3

期中管理について基準等整理されていなかったこと
から例示を参考活用する 28

期中管理について基準等整理していないが、今後も
基準等を整理する予定はない 3
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生する訳ではなく、協会等の人員を勘案すると期中管理に多くの時間を割くことは

難しい。 

ウ 期中管理に取り組んだことによる成果が見えづらく、仮に延滞や代弁に至らない

としても、それが期中管理による成果として分析、評価することが難しい。 

 

（３）今後の対応・方向性について 

アンケート調査及び勉強会で得られた意見も踏まえ、今後、信用基金として考え方

等を示した期中管理をさらに推進するために必要な取組を検討する。 

 

①当面の対応（令和４年度下期） 

アンケート調査結果及び勉強会での意見交換の内容を整理し、各協会・支所へ共有

する。 

 

②中長期的な対応（次期中期計画（令和５年度以降）） 

ア 令和４年３月に信用基金から示した考え方について、引き続き関係機関に対して

期中管理向上のための取組の継続を要請するとともに、融資機関も含めて期中管理
(※)に積極的に関与するよう共通ルールの確立を目指して検討する。 

※期中管理(例)…被保証人との定期的なコンタクトによる近況ヒアリング等を行い、信用状況に

応じた情報収集（水揚状況、資金繰り、金融取引等）、必要に応じて経営改善に向

けた経営指導等）を行う。 

 

イ 既存業務の効率化、簡素化 

協会等の人員態勢を踏まえ、期中管理の取組に態勢を割くことができるよう、信用

基金が取扱要領等において基金協会に課している報告等について、新システムの活用

も含め、様々な視点から業務の効率化に繋がるよう不要な事務の廃止や負担軽減につ

いて検討する。 

 

３．既往保証案件の期中管理について 

（１）令和３年度の当委員会において、期中管理の強化のための取組みについて、協会

等関係機関に求めるだけでなく、信用基金でも独自に可能な取組みを検討すること

が必要ではないかとして、以下のことを提言した。 

① 条件変更金額や代位弁済見込額の大きな案件（特に新型コロナ対応資金の償還開

始に伴う条件変更案件）を中心に、経営存続の目星を付けることや経営状況を把握

するという観点から、基金協会に追加書類を徴求したり、今後の経営動向を注視し、

動きがあれば報告するよう求めること。 

 

② 延滞発生案件を早期に把握し必要な措置を図るという観点から、現在設計中の新

保証保険システムに１ヶ月でも延滞が発生すれば個別案件の抽出が可能となるよう

な機能を組み込み、延滞発生から一定期間（３ヶ月など）を経過した案件を抽出し
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基金協会に状況を確認・聴取し、経営状況に応じて回収財源の確保や経営改善など

必要な措置を早期に基金協会・融資機関に求めること。 

 

（２）令和４年度の取組 

これを踏まえて、令和４年度には、現行システム下でも可能なものとして以下 

の取組を始めた。 

① 従来、長期延滞案件（延滞発生後６ヶ月経過）について、「延滞債務発生通知書」

の提出を求めてきたが、信用基金として、一定の条件の延滞債務者（保険金見込額

3,000万円以上、継続代弁の可能性のある者）については、基金協会に対して延滞発

生原因や今後の延滞解消見込みについて、口頭で詳細を確認し、必要に応じて具体

的対応策や債権保全における留意点等を伝えることとした。 

令和４年度（９月末時点）においては、長期延滞発生は25件（保証残高計940百万円）

が新たに報告され、このうち、７件については、協会担当者に今後の具体的対応策

の詳細確認や債権保全における留意点等について伝えた。 

令和４年度報告分については、９月末時点では代位弁済には至っていない。 

 

② 令和４年度下期から大口保険引受事前協議対象案件のうち、①条件緩和された案

件（引受時申し送り事案）、②延滞案件（２～６ヶ月）について抽出のうえ、現状

把握や方針確認等の管理を行っている。 

 

（３）今後の取組 

次期中期計画期間において、 

協会等の期中管理の充実・強化に向けて、令和５年度期中から稼働予定となって

いる新システム構築により実施可能な手法について検討し、４年度中に結論を得る

こととする。 

 

４．求償権回収協議に係る事務処理等の見直しについて 

（１）経 緯 

漁業信用保険業務における求償権の回収については、その促進を目的として、毎

年度信用基金と各協会との間で回収目標額の設定や回収の進捗状況について協議を

行ってきた。 

しかし、基金協会、信用基金ともに協議に対応するための労力負担が大きい一

方、協議自体が実際の回収金額の増加に効果を生んでいるのかが明らかとは言えな

い中で、２年度までは全基金協会に対して協議を行い、多くの事務負担を負わせて

きた。 
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これに対して、基金協会・信用基金の事務負担の軽減を目指して、求償権回収目

標額の設定及び求償権回収進捗状況に係る協議について、 

① 令和３年度は目標額設定に係る協議の合理化・簡素化の観点から、従来、現地協

議を行っていたものを電話やWEBによる方式に切り替えるとともに、進捗状況の

確認については４協会に絞り込んで実施した。 

② さらに令和４年度は次のとおり見直した。 

 ア 求償権回収目標額の設定に係る協議 

従来は、各協会から提出された回収見込額について信用基金と基金協会の間

で協議を経て回収額の上乗せをして目標額を設定してきたが、今年度からは、

各協会から書面で提出された回収見込額について、その妥当性を確認した上で

年間目標額として設定するとともに、過去の平均回収額が高い上位３協会に対

しては今年度の回収見込額の要因について個別協議、確認を行うこととした。 

     イ 求償権回収進捗状況に係る協議 

従来は、各協会から提出された求償権回収進捗状況表を元に、明確な選定基

準なく概ね10協会に対し回収状況の聴き取りを実施してきたが、今年度から

は、回収目標額に対する９月末現在の進捗率が50％に達していない基金協会に

対し回収状況の聴き取りを実施することとした。 

 

（２）取組の結果検証 

①  令和４年度上半期（９月末）における求償権の回収実績は250百万円となってお

り、前年同時期比71％と前年度実績を下回っているが、これは、 

ア 令和２～３年度において代位弁済額が低位で推移し、求償権残高が減少してい

ることや、 

イ 近年、無担保・無保証の案件に係る求償権が多く含まれ、回収が困難になって

いることによるものと考えられ、協議方法の変更が影響しているものとは考えら

れない。 

② 基金協会への聴き取りにおいても、今回の目標額の設定方法を見直したことによ

り回収額への影響はあったという意見はなく、むしろ事務処理の簡素化・効率化の

観点から、今回の見直しを評価するとの意見があった。 
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表４ 求償権回収目標協議と回収協議の実施状況 

回収年度・時期 協議件数 

（協会・支所

数） 

当初見込年間額（上段） 

回収目標年間額（下段） 

（百万円） 

回収実績

（百万円） 

２年度 
４～９月 ３８ ４７７ 

５４５ 

３７８ 

10～３月 １２ ９０６ 

３年度 
４～９月 ３８ ４４６ 

５４４ 

３５４ 

10～３月 ４ ７９３ 

４年度 
４～９月 ３ ４２０ 

（同額） 

２５０ 

10～３月 １７ － 

（注）上期は回収目標額の設定に係る協議、下期は回収進捗状況に係る協議。また、当初見込年間額(上段)
は協会から当初提出された額、回収目標年間額(下段)は上期の回収目標額設定協議後の金額。 

 

（３）今後の対応 

今年度の取組の検証結果を踏まえ、今後については、 

① 求償権の回収目標額の設定については引き続き今年度の対応を続けることとする

が、回収実績の推移によっては対応を見直すことも必要となることから、定期的に

検証を行うこととする。 

② 令和４年９月末における回収目標に対する進捗率が50％に達していない基金協会

・支所からヒアリングを行ったところ、下期（年末や年度末）に約定弁済されるも

のが多く、9月末時点で進捗把握を行うことで回収の促進が図られるものではない

ことが確認されたので、来年度からは省略することとする。 
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